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入院を要する新型コロナウイルス感染症患者への入院調整等について（通知） 

 

 

日頃から本県の感染症対策の推進について御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和５年４月２１日付け感対第１０７号茨医発第３５号通知（別添）により依頼させてい

ただきました標題のことについて、７月１日以降、下記のとおりといたしますので御了知願います。 

 

記 

 

１ 入院調整に係る相談対応の休止について 

５類感染症移行後、医療機関間での入院調整が困難な場合に備え、県（入院等調整本部、保健

所）において入院調整に関する相談に対応してまいりましたが、これまでの実績などを踏まえ、 

６月 30 日（金）をもって休止いたします。 

 

２ 茨城県コロナ感染症医療連携システム（「i-HOPE」）の運用停止（休止）について 

５類感染症移行後、入院を要する重症・中等症Ⅱの患者の円滑な入院調整を支援するため、入院

受入医療機関における病床使用状況を閲覧できる「茨城県コロナ感染症医療連携システム（「i-

HOPE」）」の運用を継続しておりましたが、６月 30 日（金）をもって停止（休止）いたします。 

７月以降の入院調整におかれましては、厚生労働省による「医療機関等情報支援システム（「G-

MIS」）」を御活用いただき、別添の「医療機関における新型コロナ患者の入院調整フロー」などを

参考に御対応をお願いいたします。 

 また、各医療機関におかれましては、新型コロナの感染状況の把握や各医療機関の病床使用状

況など実態に即した情報が反映されるよう「G-MIS」の日々の入力・閲覧に御協力をお願いいたし

ます。 

 

３ その他 

  高齢者等福祉施設において陽性者が発生した場合に備え、協力医療機関等は施設の状況を平時

から十分に把握していることが重要なことから、各医療機関におかれましては、引き続き、日頃

から連携している施設の状況把握に努めていただくとともに、各施設から情報共有や相談等があ

った際は、適切に対応いただきますようお願いいたします。 

 

（参考）  

・厚生労働省 医療機関等情報支援システム（「G-MIS」）関連ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00130.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）G－MIS の ID・パスワードについての FAQ 
・ユーザ名（ログイン ID）が分からないので教えてください。 

 
 
 
 
 
 
 

・パスワードが分からない（紛失した／忘れてしまった）ので教えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ※G－MIS はスマートフォンからでも閲覧・入力が可能です。 

 

 

 

【お問合せ先】 
〇本通知に関すること 
  茨城県保健医療部感染症対策課 石川、綿引、旭、吉田、佐藤 
  TEL：０２９－３０１－４１００（6月 30 日まで） 

       ０２９－３０１－３２３３ 
 
〇その他、新型コロナウイルス感染症対策に関すること 
  茨城県保健医療部感染症対策課 伴場、秋葉、箭原、渡辺 
   TEL:０２９－３０１－５１５７ 

＜ＩＤ等、Ｇ－ＭＩＳに関するお問い合わせ＞ 

厚生労働省Ｇ－ＭＩＳ事務局 

TEL：０５７０－７８３－８７２（平日９時～１７時） 

・ユーザ名をお忘れのご担当者様は、下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。 

・本人確認の為、お問い合わせには以下 4 項目の情報が必要となりますので、必ず「医療機関名」 

「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」の記載をお願いいたします。 

 

＜厚生労働省 G-MIS 事務局＞password@g-mis.net 

・まず、ご自身でパスワードリセットを行い再設定をお願いします。 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/ にアクセス後、「パスワードをお忘れですか？」のリン

クをクリックし、ユーザ名（ログイン ID）を入力していただくことで、登録されているメールア

ドレスに、パスワードリセットの案内メールが送信されます。 

 

・もしくは、厚生労働省 G-MIS 事務局：password@g-mis.net にユーザ名（ログイン ID）と医療

機関の情報とともにお問い合わせいただくことでも照会可能です。 

 

・いずれも不可能な場合は厚生労働省 G-MIS 事務局（0570-783-872）にお電話ください。医療機

関名やユーザ名（ログイン ID）等を確認させていただいた後にリセットの手続きをご案内いたし

ます。 



【医療機関における新型コロナ患者の入院調整フロー】 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)入院加療が必要かを診断する。 

（医療ひっ迫時には、自宅療養（症状悪化時には入院を再検討）できないかを検討する。） 

(5)受入れを断られた場合、別の医療機関を選定し、入院受入を依頼する。 

（医療ひっ迫時には遠方の医療機関への依頼も検討する。また、調整困難時には、断られた医

療機関に再度依頼することも検討する。） 

(2)要入院の場合、（新型コロナの症度に関わらず）まず自院での受入れを検討する。 

(4)受入先が見つからない場合、G-MIS から各医療機関の病床使用状況などを確認し、受入可

能と思われる近隣の医療機関を選定し、入院受入を依頼（窓口：地域医療連携室など）する。 

※G-MIS は、スマートフォン、タブレットでの閲覧・入力も可能 

＜ポイント＞ 

○病態によっては、県医療政策課ホームページ（医療機関一覧）等で標榜する診療科

名も確認のうえ選定先を検討する。 

（https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/keikaku/byouinichiran/ichiran.html） 

（参考）県の要請を受け確保した病床（確保病床）を有する「入院受入医療機関（別添）」

は、９月末までの間、重症・中等症Ⅱの患者の受入れに重点化している。 

＜ポイント＞ 

○夜間（休日）でどうしても受入先が見つからない場合には、患者の状態にもよるが、自

院での受入れや自宅療養（状態悪化時には救急要請）を一旦行ったうえで、その後、

時間をおいて、平日日中に再度、入院受入の依頼を行うことも検討する。 

＜医療機関の皆様へ＞ 

感染拡大時には、入院受入医療機関をはじめ、各医療機関での医療ひっ迫が予想されます。 

ついては、自院での入院受入体制を整備（少なくとも中等症Ⅰ以下の患者は受入れできるように）

するとともに、やむを得ず受入れできない場合（人工呼吸器がない、満床など）における近隣医療機

関との連携体制を構築するなど、平時における体制整備をお願いいたします。 

(3)自院で受入れできない場合、症状に応じて普段から連携している医療機関に入院受入を 

依頼する。 



○2023年5月8日以降の新型コロナ病床（中等症Ⅱ、重症用）の確保要請医療機関一覧

NO 保健所 市町村 医療機関名 電話番号（代表） 小児 周産 精神 透析

1 水戸・中央 水戸市 水戸赤十字病院 029-221-5177

2 水戸・中央 笠間市 茨城県立中央病院 0296-77-1121 ◎

3 水戸・中央 水戸市 水戸済生会病院 029-254-5151 ◎ ◎

4 水戸・中央 水戸市 茨城県立こども病院 029-254-1151 ◎ ◎

5 水戸・中央 笠間市 茨城県立こころの医療センター 0296-77-1151 ○

6 水戸・中央 茨城町 水戸医療センター 029-240-7711

7 水戸・中央 水戸市 水府病院 029-309-5000

8 水戸・中央 水戸市 水戸協同病院 029-231-2371

9 水戸・中央 笠間市 立川記念病院 0296-77-7211

10 水戸・中央 水戸市 大場内科クリニック 029-304-0111 ○

11 日立 日立市 日立総合病院 0294-23-1111 ○ ○ ○

12 ひたちなか 東海村 茨城東病院 029-282-1151

13 ひたちなか 常陸大宮市 常陸大宮済生会病院 0295-52-5151

14 ひたちなか ひたちなか市 ひたちなか総合病院 029-354-5111 ○

15 ひたちなか 大子町 慈泉堂病院 0295-72-1550

16 ひたちなか 那珂市 小豆畑病院 029-295-2611

17 ひたちなか 常陸大宮市 志村大宮病院 0295-53-1111

18 ひたちなか 常陸太田市 西山堂病院 0294-72-5121

19 潮来 鹿嶋市 鹿島病院 0299-82-1271

20 潮来 神栖市 神栖済生会病院 0299-97-2111 ○

21 潮来 神栖市 白十字総合病院 0299-92-3311

22 潮来 鹿嶋市 小山記念病院 0299-85-1111 ○

23 潮来 鉾田市 高須病院 0291-33-2131

24 竜ケ崎 取手市 JAとりで総合医療センター 0297-74-5551 ○ ○ ◎

25 竜ケ崎 阿見町 東京医大茨城医療センター 029-887-1161

26 竜ケ崎 守谷市 守谷慶友病院 0297-45-3311 ◎

27 竜ケ崎 守谷市 総合守谷第一病院 0297-45-5111 ○

28 竜ケ崎 取手市 取手北相馬保健医療センター医師会病院 0297-78-6111

29 竜ケ崎 龍ヶ崎市 龍ケ崎済生会病院 0297-63-7111

30 竜ケ崎 牛久市 牛久愛和総合病院 029-873-3111 ◎

31 竜ケ崎 牛久市 つくばセントラル病院 029-872-1771 ○

32 竜ケ崎 取手市 東取手病院 0297-74-3333

33 竜ケ崎 稲敷市 宮本病院 0299-79-2114 ○ ○

34 土浦 土浦市 総合病院土浦協同病院 029-830-3711 ◎ ○ ◎

35 土浦 土浦市 霞ケ浦医療センター 029-822-5050 ○

36 土浦 石岡市 石岡第一病院 0299-22-5151

37 つくば つくば市 筑波メディカルセンター病院 029-851-3511 ◎

38 つくば つくば市 筑波学園病院 029-836-1355 ○ ○

39 つくば つくば市 筑波大学附属病院 029-853-3900 ◎ ○

40 つくば つくば市 筑波記念病院 029-864-1212

41 つくば 常総市 きぬ医師会病院 0297-23-1771

42 筑西 筑西市 茨城県西部メディカルセンター 0296-24-9111 ○

43 筑西 筑西市 協和中央病院 0296-57-6131

44 筑西 結城市 結城病院 0296-33-4161 ○ ◎

45 筑西 下妻市 平間病院 0296-43-5100

46 筑西 結城市 城西病院 0296-33-2111

47 筑西 桜川市 さくらがわ地域医療センター 0296-54-5100

48 筑西 筑西市 宮田医院 0296-22-2440

49 古河 古河市 古河赤十字病院 0280-23-7111 ○

50 古河 境町 茨城西南医療センター病院 0280-87-8111 ○ ○

51 古河 古河市 古河総合病院 0280-47-1010 ○

52 古河 古河市 友愛記念病院 0280-97-3000

53 古河 古河市 つるみ脳神経病院 0280-77-2222

54 古河 坂東市 木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131

55 古河 坂東市 ホスピタル坂東 0297-44-2000 ○

　※各医療機関の電話番号は代表番号を記載しておりますので、担当窓口をご確認のうえお問い合わせください。

要配慮者対応
※常時受け入れ可能とは限りません

◎:重症まで可
○:中等症Ⅱまで可

区分
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  茨 医 発 第 ３ ５ 号 
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 各郡市医師会長 殿 

 各医療機関管理者 殿 

                           

茨 城 県 保 健 医 療 部 長 

一般社団法人 茨城県医師会長 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更 

を踏まえた本県の対応について（依頼） 

 

 

 日頃から本県の感染症対策の推進についてご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症については、５月８日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（以下「感染症法」という。）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類

感染症に位置づけられることとなりました。 

 その際、各医療機関における医療提供体制については、以下の厚生労働省から発出されている事務連

絡等（以下「厚生労働省事務連絡」という）に基づき対応いただくこととなり、本県における５類感染

症への位置づけ後の医療提供体制について、下記のとおりお示しいたしますので、各医療機関におかれ

ましては、全ての県民が安心して必要な医療を受けられるよう、ご対応いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 

（参考） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費 

支援の具体的内容について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf 

 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に 

係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf 

 

  



記 

 

（１）発熱患者等への対応 

・ 政府では、「外来対応医療機関」（従来の「診療・検査医療機関」）の公表を継続し、季節性イン

フルエンザに関する診療と同様に、広く一般的な医療機関での対応を目指すこととしていることを

踏まえ、本県では、５月８日以降、現在県のウェブページに掲載されている医療機関一覧を活用し

て、同一覧に院内トリアージ実施料の算定要件となる「かかりつけ患者以外への対応」の情報、発

熱患者から電話相談があった際の対応等を併せて掲載してまいります。（別途、「かかりつけ患者以

外のへの対応」等について確認依頼をご案内いたします。） 

・ 本県では今後、県民に対して、受診時のマスク着用や事前の予約についても周知するとともに、

厚生労働省作成の院内感染対策等の啓発資材を活用しながら、広く医療機関に周知等を行ってまい

りますので、各医療機関におかれましては、引き続き診療・検査体制を維持・拡充いただきますよ

うお願いいたします。 

 ・ なお、位置づけ変更後は、患者が発熱や上気道症状を有している又はコロナにり患している若し

くはその疑いがあるということのみを理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当しないため、

発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこととし、それでもなお診療が困

難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に案内いただきますようお願いいた

します。 

・ また、診療対応いただいた患者の病態悪化等に対応するため、患者に対して体調悪化時は自院に

相談するようお声がけいただくなど、診療等についてご対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

（２）入院患者への対応 

 【病床の確保】 

 ・ 新型コロナウイルス感染症の入院患者の対応については、これまで県から要請を受け、病床を確

保していた入院受入医療機関を中心に担っておりましたが、５月８日以降、入院受入医療機関は「新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」に基づく重症・中等症Ⅱの患者の受入れに重

点化し、軽症・中等症Ⅰで入院を要する患者は、病床を有する全ての医療機関で入院対応すること

となります。 

 ・ 重症・中等症Ⅱの患者の入院受入れについては、別途、入院受入医療機関との間で確保病床数等

について調整しているところですが、各医療機関におかれましては、他の疾患と同様に、軽症・中

等症Ⅰで入院を要する患者を受け入れられるよう、院内の体制整備を進めていただきますようお願

いいたします。その際、国の緊急包括支援交付金により、本年度においても、重点医療機関等向け

に必要な施設整備費等への補助が継続される予定となっておりますことから、詳細については後日、

対象の医療機関にお知らせいたします。 

 ・ なお、５月８日から当面の間は、有床診療所を除く県内全病院において入院対応をお願いしたい

と考えておりますが、体制の整った有床診療所においても、入院患者の受け入れを進めていただき

ますようお願いいたします。 

 

 【入院調整】 

・ 患者の入院先の調整については、これまで県（入院等調整本部、保健所）を中心に調整しており

ましたが、５月８日以降、他の疾患と同様に、患者の診療を行った医療機関が入院の要否を判断し、

必要に応じて医療機関間で患者の入院先の調整を行っていただくこととなります。 

  



・ その際、病院や有床診療所において、患者の入院受入が困難な場合（入院後、患者の症状悪化によ

り当該医療機関で対応困難となった場合を含む。）は、当該医療機関が他の医療機関（窓口：地域

医療連携室など）へ受入依頼を行っていただくとともに、無床診療所においても、入院を要する患

者を診療した際は、当該医療機関が他の医療機関（窓口：地域医療連携室など）へ受入依頼を行っ

ていただきますようお願いいたします。 

・ 併せて、入院を要する重症・中等症Ⅱの患者については、早期に受け入れていただく必要がある

ことから、６月末までの間、県内の病院及び有床診療所に対して、「茨城県コロナ感染症医療連携

システム（「i-HOPE」）」により、入院受入医療機関における重症・中等症Ⅱの患者の病床使用状況

を閲覧できるようにいたします。（別途、閲覧用の ID 及びパスワードをご案内いたします。また、

無床診療所における対応方法については別途ご案内いたします。） 

 ・ 加えて、医療機関間での入院調整が困難な場合に備え、同じく６月末までの間、以下のとおり県

（入院等調整本部、保健所）において、医療機関からの入院調整に関する相談に対応いたしますの

で、ご承知おき願います。 

・ なお、上記見直し等に伴い、入院調整に当たり使用してきた「茨城県コロナ調整本部 活動状況

シグナル」及び「新型コロナウイルス感染者の診療における要経過観察患者診断のためのスコア」

等については、５月８日以降廃止いたしますので、ご留意願います。 

  

  【県（入院等調整本部、保健所）における相談対応】 

対象患者：重症・中等症Ⅱの患者のうち、医療機関による入院調整において、 

「５件以上不応需」かつ「調整開始から１時間以上経過しても受入先が 

見つからない場合」 

相談事項：医療機関間の入院調整に関する相談対応（県による入院調整の代行を除く） 

相談時間：平日日中（8:30～17:15） 各保健所が相談対応 

土日・夜間（上記以外）  入院等調整本部が相談対応 

※入院等調整本部の電話番号は非公開としておりますので、別途ご案内いたします。 

相談方法：① 各医療機関は、対象患者に関する情報を県に提供することについて、あらかじめ 

患者やその家族に説明して同意を得るとともに、当該患者の診療情報提供書内に、 

患者の同意を得ている旨ご記載ください。 

      ② （同意を得た上で）各医療機関は、上記相談時間に応じて、管轄の保健所ないし 

入院等調整本部へご相談ください。（必要に応じて当該診療情報提供書を県に送付） 

留意事項： これまでの患者情報の取得や入院勧告等に関する各種権限の法的根拠がなくなる

ため、県は入院調整ができなくなるほか、患者等の同意がない場合は診療情報提供

書等に基づく相談対応もできなくなる点について、ご留意願います。 

 

 

（３）宿泊療養施設の運営 

 ・ ５月８日以降、新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛は求められなくなるため、これまでの

隔離のための宿泊療養施設の位置づけは終了いたしますが、９月末までの間、高齢者や妊婦の方の

療養を目的とした宿泊療養施設の運営を継続することが可能となりますことから、本県では、引き

続き、県内複数施設で宿泊療養施設を運営してまいります。 

 ・ 入所方法につきましては、各医療機関より患者に配布いただいている「新型コロナウイルス感染

症の検査が陽性になった方へ」に記載されておりますので、引き続き、新型コロナウイルス感染症

と診断された患者へご案内いただきますようお願いいたします。 

 



（４）自宅療養者への対応 

 ・ ５月８日以降、健康フォローアップセンターでの陽性者登録や、発生届を基にした県からのプッ

シュ型の健康観察については終了となりますが、陽性判明後の体調急変時の相談体制は継続するこ

ととなります。 

 ・ このため、本県では、５月８日より当面の間、新たに「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相

談センター」を開設するともに、夜間における体調急変時の対応に備え、おとな救急電話相談（♯

７１１９）や子ども救急電話相談（♯８０００）を活用してまいります。 

 

【茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター】 

対応時間：7 時 30 分～21 時 00 分（土日・祝祭日・年末年始を含む） 

電話番号：029-301-3200 

相談事項：発熱等の症状を有する相談者に対する対応可能な医療機関の案内 

自宅療養者の体調悪化時の健康相談 等 

 

 

（５）発生状況の把握、公表 

・ ５月８日以降、感染症法に基づく発生届及び医療機関からの総数報告による発生状況の把握は終

了となり、季節性インフルエンザと同様に、県内約 120 箇所の定点医療機関の報告による発生動向

の把握に移行いたします。 

・ また、県内の新型コロナウイルス感染症発生状況等については、これまで毎日公表していたとこ

ろですが、５月８日以降は、原則毎週木曜日、県衛生研究所（感染症情報センター）のウェブペー

ジに、新型コロナウイルス感染症の一週間ごとの報告状況を掲載いたします（初回は５月 18 日を

予定）ので、各医療機関におかれましては、当該ウェブページより本県の発生動向を把握いただき

ますようお願いいたします。 

 

 （掲載場所） 

  茨城県衛生研究所（感染症情報センター） 

  https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html 

 

 

（６）高齢者施設等における対応 

 ・ ５月８日以降、引き続き高齢者施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体

制の確保等は継続することとなり、高齢者等福祉施設における陽性者への早期診療・治療等に向け

ては、協力医療機関等が施設の状況を十分に把握していることが重要となります。 

・ 各医療機関におかれましては、日頃から連携している施設の状況把握に努めていただくとともに、

各施設から情報共有や相談等があった際は適切に対応いただきますようお願いいたします。 


